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第４ 章 耐震改修促進計画 

１ ．  耐震改修促進計画の目的・位置づけ 

１ -１  計画の目的 

 かほく 市耐震改修促進計画（ 以下、 本計画） は、 市の住宅・ 特定建築物の耐震化を

促進し 、 地震被害を軽減するために策定するも のである。  

本計画は、「 耐震改修促進法」 に基づき 、市における住宅・ 特定建築物の耐震診断・

耐震改修を促進するための計画と し て定める。  

１ -２  計画の位置づけ 

近年、 頻発する大地震に加え、 東海、 東南海・ 南海、 首都直下型地震などの発生が

切迫し ている状況を受け、 国は地震被害の軽減を図るために「 建築物の耐震改修の促

進に関する法律（ 以下、 耐震改修促進法と いう ） 」 を平成 28 年３ 月に改正し 、 国や

県・ 市町、 国民の責務等を 明確にすると と も に、 基本方針を策定し 、 平成 32 年度ま

でに、 住宅・ 特定建築物の耐震化率※1190％にするこ と を目標に掲げた。  

石川県は、 こ の改正を受け、 平成 29 年３ 月に「 石川県耐震改修促進計画」 を改定

し 、 県内の住宅・ 特定建築物の耐震化率を平成 37（ 2025） 年度までに、 国と 同様の

95％を達成するこ と を目標に掲げている。 本計画は、 上記の背景を考慮の上、 「 石川

県耐震改修促進計画」 を勘案し 、 策定するも のである。  

なお、 かほく 市は、 石川県の定める重点取組地域と なっ ている。  

 

 

 

※11 耐震化率： 耐震性のある建築物数の総建築物数に対する割合のこ と 。 本計画では、 昭和 56 年以

前に建築さ れた建築物を旧耐震、 昭和 57 年以降に建築さ れた建築物を新耐震と し て

算出し ている。 耐震性のある建築物数は、 昭和 57 年以降に建築（ 新耐震） さ れた建

築物数と 昭和 56 年以前建築（ 旧耐震） さ れた建築物数のう ち耐震性のある建築物。

（ 住宅の昭和 56 年以前の耐震性あり 建築物数は、 国の調査に基づく 耐震性あり 掛率

を乗じ て建築物数を算出。 ）  
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国 

基本方針の作成（ 耐震改修促進法第 4 条第 1 項）  

[ 平成 28 年 3 月改正]  

 

[ 平成 25 年度]  

住宅の耐震化率     82% 

特定建築物の耐震化率  85％ 

 

石 

川 

県 

 

「 石川県耐震改修促進計画」 の策定（ 耐震改修促進法第 5 条第 1 項）  

[ 平成 29 年 3 月改定]  

 

[ 平成 27 年度末推計]    

住宅の耐震化率    76％ 

特定建築物の耐震化率 86％ 

 

 

市 

 

「 かほく 市耐震改修促進計画」 の策定（ 耐震改修促進法第 5 条第 7 項）  

[ 平成 30 年 3 月改定]  

 

[ 平成 28 年度末]    

住宅の耐震化率     61％ 

特定建築物の耐震化率 90. 6％ 

 

 

[ 平成 32 年度末]  

目標 95％ 

[ 平成 37（ 2025） 年度末]  

共に目標 95％ 

[ 2027 年度末]  

共に目標 95％ 

基づく  

勘案する 
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２ ．  耐震化の基本方針 

２ -１  耐震化を促進する建築物 

  本計画では、 特に耐震化を図るべき建築物と し て、 次のう ち、 建築基準法等の耐震

関係規定に適合し ていない建築物（ 耐震強度が不足する建築物） の耐震化（ 住宅・

建築物を 倒壊し ないよう にするこ と ） を促進する。  

（ １ ）  住宅の耐震化 

市民の生命・ 財産を守るための基本と なる、 住宅の耐震化を促進する。  

（ ２ ）  特定既存耐震不適格建築物の耐震化 

法第 14 条第一号に掲げる学校、 体育館、 劇場、 観覧場、 集会場、 展示場、 百貨店、

事務所、老人ホーム等の多数の者が利用する建築物同条第二号に掲げる危険物の貯蔵場

及び処理場の用途に供する建築物及び同条第三号に掲げる避難路沿道建築物であり 、こ

れら の地震により 倒壊し た場合、 大き な被害をも たら すこ と が想定さ れるこ と から 、耐

震化を促進する。  

（ ３ ）  耐震診断義務付け対象建築物の耐震化 

耐震改修促進法の改正により 、 一定規模以上の特定既存耐震不適格建築物（ 法附則第

３ 条） 等に、 耐震診断の実施と 所管行政庁への診断結果の報告が義務付けら れた。 こ れ

ら の建築物について、 重点的に耐震化を促進する。  

（ ４ ）  公共建築物の耐震化 

公共建築物については、災害時の活動拠点や広域的な重要施設と なるこ と や多数の市

民が利用する施設が多いこ と から 、 積極的に耐震化を促進する。  
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２ -２  耐震化に対する役割 

（ １ ）  建築物所有者の責務 

平成 25 年 11 月の法改正により 、既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修

は、 所有者の努力義務であるこ と が明記さ れた。 建築物の所有者は、 自己の責任にお

いて、 耐震診断及び耐震改修等を実施し 、 建築物の安全を確保する責務がある。  

（ ２ ）  市の責務 

① 施策等の整備 

建築物の耐震性向上を図るために、建築物の耐震性向上を図るために、 建築物の

所有者等に対する知識の普及、 啓発及び情報提供を 行う と 共に、 耐震診断や耐震改

修を 行いやすい環境の整備や費用負担軽減のための助成制度等の施策を進めてい

く 。  

② 法に基づく指導及び勧告 

耐震関係規定に適合し ない建築物の所有者に対し て、法に基づき 必要に応じ て指

導・ 助言を行う 。  

③ その他 地震時の総合的な安全対策への取り組み 

建築物の耐震化（ 耐震改修） を図るこ と が、 地震対策と し て最も 安全で安心な方

法の 1 つであるが、 さ まざまな事情（ 阻害要因） により 、 早期の耐震化を図るこ と

が困難なケースも ある。 かほく 市では、 耐震改修を促進すると と も に、 耐震化が困

難である場合にも できる地震被害から 身を守るための最低限の簡易対策（ 安全確保 

等） を 推進する。 また、 震災時に地域コ ミ ュニティ 単位で避難、 救助、 助け合いが行

われるよう に防災意識の向上に努める。  
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◆耐震改修の流れと 支援体制のイ メ ージ 

かほく 市は、 耐震化へ向けて県や関係団体と 連携し た支援体制づく り を行い、 所有者

が耐震改修を実施し やすい環境整備を目指す。  

 

 

                  出典： 石川県耐震改修促進計画 
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２ -３  住宅の耐震化における阻害要因 

自ら の住宅の耐震性が不十分で耐震改修等の必要性を 認識し たと し ても 、居住者は耐

震改修等に踏み切れない状況がみら れる。 内閣府の「 住宅における地震被害軽減に関す

る指針」 では、 居住者による住宅の耐震改修を阻害し ている要因を以下のよう に整理し

ている。  

 

住
宅
の
耐
震
改
修
の
阻
害
要
因 

① 費用・労力負担 「高くてできない」「面倒である」（高齢者などは特に） 

② 技術的知識の不足 
「どうしていいかわからない」 

「誰に聞いていいかわからない」 

③ 効果のわかりにくさ 
「費用対効果がわからない」 

「改修後の性能が評価できない」 

④ 想定される地震被害への

意識の低さ 
「自分は大丈夫」、「どうせ先は短いから」 

⑤ ライフサイクルとの不適応 「２年後には夫婦だけになり、どうせ住替えるから」 

出典：内閣府「住宅における地震被害軽減に関する指針」 

  



126 

 

 助成制度の創設 

・ 耐震診断の助成制度  

・ 支援金制度 

・ 耐震改修の助成制度 

啓発普及活動の充実 

・ 啓発普及方法の充実 

→パンフ レッ ト  

→ホームページ など 

・ 啓発普及内容の充実 

→技術的知識 

→耐震リ フ ォ ーム など 

相談体制の強化 

・ 市の窓口強化 

・ 県との連携 

・ 関係団体との連携 

 

① 費用・労力負担 

 

 
③ 効果のわかりにくさ 

 ④ 想定される地震被害への 

意識の低さ 

 
⑤ ライフサイクルとの不適応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のよう な阻害要因を取り 除く こ と によっ て、耐震化は促進さ れる。かほく 市では、

建築物所有者に対し て、 耐震化の阻害要因を軽減さ せるために、 助成制度の創設、 相談

体制の強化、 啓発普及活動の充実などを検討し 、 耐震化へ取り 組んでいく 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

阻害要因を軽減するための 

耐震化への取り組み 

住宅の耐震改修の阻害要因 

② 技術的知識の不足 
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３ ． 耐震化の目標 

３ -１  住宅における耐震化の目標 

平成 28 年度に改定さ れた「 石川県耐震改修促進計画」 では、 住宅の耐震化率現状

78％を平成 37（ 2025） 年度末に 95％にするこ と を目標に掲げている。  

かほく 市では、 耐震化率上昇に向け、 耐震化の啓発普及に努めると と も に耐震診

断・ 耐震改修に対する助成制度の創設等に取り 組み、 着実に住宅の耐震化を図っ てい

く こ と と する。  

【 かほく 市の耐震化の状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 
 

標 

 

2016 年度末 

（ 平成 28 年度末）  

 

10 年間 

 

2027 年度末 

現状耐震化率： 61％  目標耐震化率： 95％以上 

目標値を 達成する ために耐震化への取り 組みを実施し ていく 。  

※必要に応じ 計画の進捗状況等と 合わせて検証し 、 目標や計画内容を 見直すこ と と

する 。  

耐震性なし 

4,853 戸 

耐震性あり 

7,502 戸 

[住宅総数：12,355 戸] 

[住宅総数：14,135 戸] 

耐震化率 

95％以上 

耐震化率 

61％ 

平成 28 年度末 

2027 年度末 

改修･ 

建替 

3,516 戸 

耐震性あり 

9,912 戸 

耐震性 

なし 

707 戸 

うち自然更新 

（2,410 戸） 
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３ -２  多数の者が利用する特定建築物における耐震化の目標 

2027 年度末までに特定建築物が目標の 95％を達成するためには、10 年間で３ 棟の

耐震化が必要と なる。  

また、 各用途が目標の 95％を達成するためには、 ３ 棟の耐震化が必要と なるが、

いずれも 民間所有の建築物であるため今後、行政と し て積極的な関与が必要と 考えら

れる。  

 
 

 

 

 

特定建築物の耐震化について 

   

特定建築物の各用途内訳 

耐震性
あり
Ｂ

耐震性
なし
Ｃ

学
校

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校若しくは養護学校 24 24 0 100% 0

1 0 1 0% 1

0 0 0 0% 0

3 3 0 100% 0

0 0 0 0% 0

0 0 0 0% 0

1 1 1 100% 0

0 0 0 0% 0

2 1 1 50% 1

21 18 3 86% 1

14 14 0 100% 0

0 0 0 0% 0

1 0 1 0% 0

0 0 0 0% 0

0 0 0 0% 0

0 0 0 0% 0

2 1 1 50% 0

2 2 0 100% 0

0 0 0 0% 0

0 0 0 0% 0

9 8 1 89% 0

0 0 0 0% 0

0 0 0 0% 0

5 5 0 100% 0

0 0 0 0% 0

0 0 0 0% 0

85 77 9 90.6% 3

95％達成に必要
な耐震化棟数

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする
おそれがあり、その敷地が石川県耐震改修促進計画に記載された道路に接する建築物

総棟数
Ａ

用途
耐震化率

B/A

公衆浴場

工場（危険物の貯蔵所又は処理場の用途に供する建築物を除く。）

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

郵便局、保健所、税務署、その他これらに類する公益上必要な建物

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物　（詳細は次頁Ⅰ参照）

集会場、公会堂

展示場

卸売市場

事務所

博物館、美術館、図書館

遊技場

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブダンスホールその他これらに類するもの

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行　その他これらに類するサービス業を営む店舗

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿

体育館（一般公共の用に供されるもの）

ボーリング場、スケート場、水泳場　その他これらに類する運動施設

劇場、観覧場、映画館、演芸場

病院、診療所

老人ホーム、老人短期入所施設身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

老人福祉センター、児童厚生施設身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

幼稚園、保育所

ホテル、旅館

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

3 棟 耐震性あり （ 77 棟）  90. 6％ 
かほく 市全体 

（   85 棟 ）  

95％ 
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３ －３  耐震化を図るための基本施策 

（ １ ） 耐震診断※12、耐震改修の助成制度 

建物の耐震化を促進するためには、耐震改修工事を 実施するこ と が最も 効果的であ

る。 し かし 、 大き な費用負担や効果のわかり にく さ 、 知識の不足等による阻害要因に

より 、 全国的にみても 、 耐震改修が進んでいないのが現状である。  

市では、木造住宅を対象に所有者の費用負担を軽減するために耐震診断や耐震改修

への助成制度の活用及び創設を実施し ていく 。  

① 耐震診断の助成制度（ 石川県住宅・建築物耐震化促進事業の活 ）用  

建築物の耐震性が確保さ れているのかを判断するためには、耐震診断を 行う 必要があ

り ます。 市では、 耐震診断の助成制度と し て、 石川県が実施する「 石川県住宅・ 建築物

耐震化促進事業」 の耐震診断に関する助成制度の活用を行っ ていき ます。 相談窓口の設

置や普及活動を通じ て情報提供を行い、住宅・ 建築物耐震化の支援を行っ ていく 。また、

（ 財） 石川県住宅建築総合センタ ーと も 連携を図るこ と と する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※12 耐震診断： 「 木造住宅の耐震診断と 補強方法（ 財） 日本建築防災協会発行」 による一般診断また

は、 精密診断のこ と  



 

130 

 

▼かほく 市木造住宅簡易耐震診断費助成金交付制度の概要 

 

▼かほく 市木造住宅簡易耐震診断費助成金交付制度における助成金の額 

建築図面 床面積 診断費用 助成金額 自己負担額 

あり  
200 ㎡以内 50, 000 円 全額 ― 

200 ㎡を超える 53, 000 円 全額 ― 

なし  
200 ㎡以内 90, 000 円 85, 000 円 5, 000 円 

200 ㎡を超える 93, 000 円 88, 000 円 5, 000 円 

 

 

 

 

 

 

対 象 者 
対象と なる建築物を所有し 、自ら 居住し ている方で市税を完納し てい

る方 

対象建築物 
在来軸組構法による木造の地階を除く 階数が２ 以下の戸建て住宅（ 延

床面積の 2 分の 1 以上を住宅の用に供し ているも のに限る） で昭和

56 年５ 月 31 日以前に建築さ れ、 又は工事に着手し たも の。  
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② 耐震改修の助成制度 

▼かほく 市既存建築物耐震改修工事費等補助金交付制度 

対象と なる区域 かほく 市全域 

対象と なる方 

補助金の交付を受けるこ と ができるのは、対象と なる建築物を所有し 、

自ら 居住し ている方で市税を 完納し ている方 

たあし 、 耐震改修工事補助金については、 前年の所得金額が 690 万円

を超える方（ ※） は交付対象と なら ない。  

※建築物の所有者が複数（ 共有名義） の場合は、 それぞれの所得金額

を持分で按分し て算定する。  

補 助 金 額 

【 耐震診断の場合】  

耐震診断に要する費用の 10 分の 9（ 限度額 10 万円）  

【 耐震改修工事の場合】   

一般地区： 耐震改修に要する費用の 3 分の 2 以内（ 限度額 50 万円）  

重点地区： 耐震改修に要する費用の 3 分の 2 以内（ 限度額 70 万円）  

[  重点地区 ]  

かほく 市が指定する重点路※13 の道路境界から 民有地に向けた 45 度の延長戦上と 道

路境界までの区間を 言う 。 一般区域と は重点地区以外を言う 。 重点路は次頁に示す。  

 

※13 重点路： 災害時に、 緊急車両の通行を最優先で確保するための道路 
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重点路マッ プ 
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▼段階的耐震改修工事の補助制度（ 石川県）  

 従来の住宅全体の自身に対する安全性の向上を目的と し た耐震改修工事の補助制度

に加え、 段階的に耐震改修工事を行う も のにも 補助を行っ ている。  

 

■段階的耐震改修と は 

 工事費用や生活スタ イ ル等の理由により 、 二度に分けて（ 段階的に） 耐震改修工事を

行う も ので、 階別型と 評点型がある。  

 

● 階別型： 階ごと に耐震改修を行う 方法 

● 評点型： 評点を段階的に上げていく 方法 

 

区分 工事内容 

階別型 

第一段階 2 階建て住宅の 1 階部分の上部構造評点※14 を 1. 0 以上と する 

第二段階 住宅全体の上部構造評点を 1. 0 以上と する 

評点型 

第一段階 住宅全体の上部構造評点を 0. 7 以上と する 

第二段階 住宅全体の上部構造評点を 1. 0 以上と する 
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対象と なる住宅 昭和 56 年 5 月 31 日までに建設さ れた在来木造住宅 

本人、 親、 配偶者が所有し 、 居住する住宅 

イ メ ージ 

 

参考：石川県土木部建築住宅課資料より 

 

 

 

 

 

 

 

※14 上部構造評点： 木造住宅が大地震の揺れに対し て倒壊するかし ないかを上部構造評点（ I w） の結

果により 、 下表のよう に判断する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 部構造 評点 判定

1. 5以上 倒壊し な い

1. 0以上～1. 5未満 一応倒壊し な い

0. 7以上～1. 0未満 倒壊する 可能性がある

0. 7未満 倒壊する 可能性が高い
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 [参考] 木造住宅の耐震診断・耐震改修の流れ 

     （※金額は目安であり、住宅の規模や間取り等によって異なる。） 

１ 、 相 談 ・ ・ ・  費用の目安： 無料 

耐震診断、 耐震改修などの耐震化に関する相談 

 

 

 

２ 、 耐 震 診 断 ・ ・ ・ 費用の目安： 12 万円程度※15 

国、 県の上乗せ補助も 含めて、 補助率 2/3～全額の助成が可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※15： 県が行っ た補助実績による。 （ 平成 10～17 年）  

※16： （ 財） 日本建築防災協会パンフ レッ ト 「 耐震補強のポイ ント と 事例」 データ を参考と し て記載。

また、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合が調査し たデータ では、平均約 127 万円（ 平成 17 年）。 

※17： 税控除については、 対象と なる期間が限定さ れている。 詳細は、 国税庁（ 所得税） 、 市町税担当

窓口（ 固定資産税） を確認。  

３ 、  耐 震 改 修 ・ ・ ・  費用の目安： 100～300 万円程度※16 

国、 県の上乗せ補助も 含めて、 補助率 1/3～2/3 の助成が可能。 またその場合併せて所

得税控除（ 限度額 20 万円） 及び固定資産税の減額も 受けら れる ※17 
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（ ２ ） かほく市の相談体制の強化 

耐震化へ向けて市の相談窓口の充実を図る。また、県や関係団体と も 連携を強化し 、

住民のあら ゆる相談に対応できる環境整備を目指し ていく 。  

① 市の窓口強化 

住宅等の所有者の耐震化に関する、 耐震診断、 耐震改修、 助成制度、 地震対策等の

疑問に対応でき るよう に相談体制を 強化し ていく 。  

② 県との連携 

石川県建築住宅課、 県土木事務所と 連携し 、 市と 県が情報を 共有し 、 相談が行える

体制づく り を整備する。  

③ いしかわ住宅相談・住情報ネットワークとの連携 

耐震診断、 耐震改修の詳細な相談に対応でき るよう に、 いし かわ住宅相談・ 住情報

ネッ ト ワーク と の連携を図る。  

 

▼「 いし かわ住宅相談・ 住情報ネッ ト ワーク 」  

「 いし かわ住宅相談・ 住情報ネッ ト ワーク 」 は、 県内の住宅相談に迅速で的確な対応

を行う こ と 、 並びに総合的な情報収集を行う こ と を目的と し て、 県内の住宅相談を行

っ ている主な機関が中心と なっ て構成さ れている。  

会 員 

（ 社） 石川県建築士事務所協会 NPO法人バリ アフ リ ー総合研究所 

（ 社） 石川県建築士会 （ 財） 石川県建築住宅総合センタ ー 

（ 社） 石川県宅地建物取引業協会 石川県消費生活支援センタ ー 

（ 独） 住宅金融支援機構北陸支店  
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▼相談体制強化のイ メ ージ 

 

④ その他 

建設業組合等と 連携を図り 、耐震改修の際に住民が安心し て施工業者を 選定できる

よう な相談体制づく り を目指す。  

 

 

？
いしかわ住宅相談 

住情報ネットワーク 

相談体制の強化 

県 窓 口 

 市 窓 口 

所 有 者 

相 談 連  携 
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３ －４  耐震化に対する市民意識の啓発のための取組 

住宅・ 建築物の耐震化へ向けて“ 助成制度創設” や“ 相談体制強化” を 行っ ても 、

住民の耐震改修への意識が向上し なければ耐震化は促進さ れない。 かほく 市では、 住

民へ向けて耐震化に関する知識の啓発普及活動を継続的に実施し ていく 。  

（ １ ） 啓発普及の方法 

 より 多く の住宅・ 建築物の所有者へ耐震化に関する情報が提供さ れるよう に、 さ ま

ざまなツールを 利用し て啓発普及を行っ ていく 。また、 耐震改修を行う 建築関連事業

者に向けても 情報の提供を 行っ ていく 。  

① 啓発普及用のパンフレット等の整備 

（ 財） 日本建築防災協会の発行するパンフ レッ ト を 活用する。 また、 新たな耐震改

修促進 PRパンフ レッ ト の作成や広報誌への掲載等、 啓発普及に必要なパンフ レッ ト

等の整備を検討する。  

誰でもできるわが家の耐震診断パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ホームページ、広報、ケーブルテレビの活用 

市のホームページや広報誌を 活用し 、 耐震化に関する情報を掲載する。 また、 ケー

ブルテレビの活用も 検討し ていく 。  

（ 出典： （ 財） 日本建築防災協会）  

10 の質問にしたがって、わずかな時間で住まいの耐震性を診断できる、いわば耐震化への入口

である。住まいのどの部分が地震に対して弱いのかを知ることができる。 

※ 財団法人日本建築防災協会のＨ Ｐ （ ht t p: //www. kenchi ku-bosai . or . j p/） より 入手可能 

点数の合計 判定・今後の対策 

ひとまず安心ですが、念のため専門家に診てもらいましょう 

専門家に診てもらいましょう 

心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう 7 点以下 

8～9 点 

10 点 
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③ 地域防災訓練 

地域防災訓練を活用し 、 地震被害に関する事例、 住宅・ 建築物の耐震化の重要性、

地震時の総合的な安全対策、震災時の防災対応などについて啓発普及を行い地震に強

いまちづく り の意識向上を 図っ ていく 。  

④ セミナーの開催 

建設業組合等と 連携し 、 出前講座や建築事業者を対象と し た制度説明会を開催し 、

耐震化の正し い情報提供を 行う こ と を検討し ていく 。  

⑤ 戸別訪問、ダイレクトメールの送付 

耐震普及啓発活動の一環と し て戸別訪問を実施する。 訪問活動の中で、 市民の方に

対し 住宅の耐震化の重要性について直接説明を行い、耐震に関する理解を深めていた

だき 、 住宅の耐震化につなげる。 また、 戸別訪問をし た後にダイ レ ク ト メ ールを送付

し 、 フ ォ ローアッ プを行う 。  

（ ２ ） 啓発普及の内容 

 耐震化に関する意識の向上を目的に、 住宅・ 建築物の所有者へ向けて、 地震被害の

恐ろ し さ 、耐震化の必要性、耐震化に関する技術的な知識、耐震リ フ ォ ームの利便性、

総合的な安全対策などについての情報を提供し ていく 。  

① 地震被害の恐ろしさ、耐震化の必要性 

能登半島地震や阪神・ 淡路大震災、 東日本大震災などの情報を提供し 、 震災の恐ろし

さ や耐震化の必要性などについて PRし ていく 。  
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▼能登半島地震 

平成 19 年 3 月 25 日午前 9 時 41 分、 最大震度 6 強の能登半島地震が発生し 、 約

700 棟の住宅が全壊し 、 2, 600 人を超える方々が、 避難所生活を 余儀なく さ れまし

た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有感地震回数が全国的に最も 少ない地域であるこ と から 、「 石川県では、 大き な

地震が起こ ら ない」 と 思われていたこ と は、根拠のない迷信にし か過ぎなかっ たの

です。  

「 一度地震が発生し たら 、 も う 大丈夫だろう 」 と 言い切るこ と ができますか？石

川県においても 早急に地震への備えが必要であるこ と は、言う までも ないこ と です。 

出典： 石川県耐震改修促進計画 
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▼東北地方太平洋沖地震（ 東日本大震災） （ 平成 23 年 3 月 11 日、 最大震度７ ）  

地震の概要： 平成 23 年 3 月 11 日、 14 時 46 分、 三陸沖を震源と するマグニチ

ュ ード 9. 0 の地震があり 、 最大震度は宮城県栗原市で 7。 東北から 関東にかけて

の東日本一帯に地震と 津波による甚大な被害と 原発事故をも たら し た。 石川県で

の被害はなかっ た。  

被害状況： 死者 1 万 5, 859 人， 行方不明者 3, 021 人（ 平成 24 年 5 月 30 日警察

庁発表） 、 全壊・ 半壊 39 万戸以上（ 内閣府「 防災情報のページ」 より ）  

東北地方太平洋沖地震の特徴と し ては、 以下のと おり 。  

・ 海溝型地震の連動 

・ 津波の発生 

・ 長周期地震動 

 

 

 

 

 

 出典： （ 財） 消防科学総合センタ ー 

 

 

▼熊本地震（ 平成 28 年 4 月 14 日、 4 月 16 日、 最大震度 7）  

被害状況： 死者 228 人、 重軽傷者 2, 753 人、 住宅全壊： 8, 697 棟、 半壊： 34, 037

棟、 一部損壊： 155, 902 棟、 非住家被害： 11, 446 棟（ 消防庁平成 29 年 4 月 13 日

現在）  

熊本地震の特徴と し ては以下のと おり 。  

・ 直下型地震 

・ 浅い震源 

・ 耐震性の低い住宅の倒壊 
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② 木造住宅の耐震化に関する技術的な知識 

ア： 基礎の補強 

基礎は建物の要である。 基礎がし っ かり し ていないと 、 大き な地震の際に住宅が

倒壊・ 大破する危険性が高く なる。  

無筋のコ ンク リ ート 基礎に鉄筋入り の基礎を増設し 、 基礎を補強するなどの工法

がある。 その他、 ひび割れの補修や鉄板による補修などの補強方法も ある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基礎の増設 
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イ ： 部材の接合、 耐力壁の設置 

木造住宅は、 壁、 柱、 梁が一体と なっ て地震に耐えるよう になっ ている。 こ れら

の接合が外れると 住宅は、 倒壊、 大破し てし まう 。 こ れを防ぐ ためには、 接合部を

金物でし っ かり 補強するこ と が重要と なる。  

また、 筋かいや構造用合板が入っ た耐力壁を建物全体にバラ ンスよく 配置するこ

と によっ て地震力に抵抗さ せるこ と ができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

金物による接合 

筋かい設置 

構造用合板設置 
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ウ： 床の補強 

地震の力に抵抗する耐力壁をう まく 機能さ せるためには、 耐力壁どう し をつなぐ

床面などを補強するこ と も 重要と なる。  

床に火打ち梁や構造用合板を 設置するなどの補強方法がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
構造用合板設置 

火打ち梁設置 
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エ： 屋根の軽量化 

住宅の耐震性を向上さ せる方法と し て、 住宅が受ける地震力を小さ く するこ と も

有効。 重い屋根から 軽い屋根などに葺き 替え軽量化を図れば、 住宅が受ける地震力

が低減さ れ耐震性が向上する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

軽量化 
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オ： 部材の交換 

柱、 土台などの構造上重要な部材がシロアリ などによっ て被害を受け腐朽するこ

と がある。 こ のよう な場合は、 腐朽し た部分を新し い部材に交換し 、 健全な状態に

戻すこ と が必要である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部材の交換 
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（ ３ ） 耐震リフォームの利便性 

住宅の省エネやバリ アフ リ ー化、防犯対策などのリ フ ォ ーム工事や増改築と 一緒に

耐震改修を行う こ と は、工事の手間やコ スト の面から 、と ても 合理的である。そこ で、

リ フ ォ ームと 同時に耐震改修を行う こ と のメ リ ッ ト などについて、パンフ レッ ト 等に

より 所有者や施工者に PRし ていく 。  

 

耐震リフォームのメリット 

コ スト  

例えば、壁の補強をするにも 内装リ フ ォ ームをすると き に下地に構造

用合板などを追加すれば、少ないコ スト で、耐力壁の量を増やすこ と

ができます。  

手 間 

リ フ ォ ーム工事のついでであれば、住宅所有者の方の手間はほと んど

変わり ません。多少、リ フ ォ ーム工事と は関係のない部分も 補強する

必要が生じ る場合も あり ますが、初めから 補強工事を する場合に比べ

れば大き な違いです。  

使い勝手 

例えば、台所と 食事室を一体的なダイ ニングキッ チンに変更する等の

リ フ ォ ームをすると きに、も う ひと がんばり し て耐震補強にも なるよ

う に計画すれば、使い勝手をよく し ながら 、耐震性を 向上さ せるこ と

も 可能です。  

出典：（財）日本建築防災協会パンフレット 
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部位 耐震改修工事 

耐 震 改 修 工 事 と  組 合 せ 可 能 な 工 事 

バリ アフ リ ー化

工事 
断熱構造化工事 

その他ニーズ

が    

高い工事 

屋根 屋根の軽量化 ― 屋根に断熱材施工 雨漏り 補修 

天井小屋組 小屋組の補強 ― 天井に断熱材施工 ― 

壁軸組 
軸組に筋かい 

面材の補強 

手すり 設置  

下地補強 
壁に断熱材施工 

外壁仕上げ更

新    

内壁仕上げ更

新 

床 床組の補強 床の段差解消 
床下に断熱材施工 

床下の地盤防湿 
― 

基礎 基礎の補強 ― 基礎断熱化 ― 

部位別の組合せ可能なリフォーム工事例 
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（ ４ ） その他 地震時の総合的な安全対策の紹介 

改修を行いたいが改修費用の準備ができない方や現在の住宅から 住み替える予定

がある方（ ラ イ フ サイ ク ル不適応） など、 早期に耐震改修が行えない方に対し て、 住

宅・ 建築物の耐震改修以外の安全対策と し て、 屋内・ 屋外における地震時の総合的な

安全対策の紹介を行う 。  

① 屋内の安全対策  

地震発生時の最低限の安全確保の対策と し て、 「 家具の転倒防止対策」 、 「 天井材

の落下防止対策」 、「 部分改修」 、「 防災ベッ ド 」 、「 耐震家具」 などの方法がある。  

ア： 家具の転倒防止対策 

住宅の耐震性の有無に関わら ず、 地震発生時の家具の転倒防止対策は、 最も 身近

に行える地震対策のひと つである。啓発普及活動等を通じ て、家具転倒時の危険性、

転倒防止方法、 家具配置への配慮方法に関する知識の普及を図っ ていく 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

扉開放防止 

転倒防止 
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イ ： 天井材の落下防止対策 

地震発生時の建物内の天井材の落下防止対策と し て、 建築物の所有者に対し て早

期点検を促すと と も に、 施工者に対し て適切な施工方法及び補強方法に関する知識

の普及を 図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ： 部分改修 

既存住宅の１ 部屋の中に、 鉄骨等によるフ レ ームを組み込むこ と で、 強い地震が

発生し た場合に一時的に避難する場所を確保する方法（ 耐震シェ ルタ ー） も ある。

安全対策のひと つと し て知識の普及を図っ ていく 。  
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エ： 防災ベッ ド  

就寝中に地震に襲われて住宅が倒壊し ても 、 安全な空間を確保でき 、 命を守るこ

と ができ るこ と を目標と し て開発さ れたベッ ド がある。 安全対策のひと つと し て知

識の普及を図っ ていく 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ： 耐震家具 

テーブル等の天板が耐圧性に富み、 その下に避難できるなど、 耐震性に配慮し た

家具がある。 安全対策のひと つと し て知識の普及を図っ ていく 。  
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② 屋外の安全対策  

屋外の安全対策と し て、 「 ブロッ ク 塀の安全対策」 、 「 窓ガラ スや屋外看板の落下

防止対策」 などがある。 屋外では、 ブロッ ク 塀が倒壊し て道路を 塞いだ場合、 避難、

救急の妨げと なっ たり し て、 第三者へ被害を拡大する可能性も ある。  

ア： ブロッ ク 塀の安全対策 

地震発生時のブロッ ク 塀倒壊による人的被害や道路閉塞などへの対策と し て、 ブ

ロッ ク 塀倒壊の危険性や適切な補強方法等に関する知識の普及を図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック塀倒壊の危険性チェックポイント 

 

古いブロッ ク 塀は以下の５ 項目を点検し 、 ひと つでも 不適合があれば危険なので

改善し まし ょ う 。  

1. 基礎の根入れはあるか 

コ ンク リ ート の基礎は、 根入れ深さ が 30 ㎝以上あるか 

2. 塀は高すぎないか 

塀の高さ は地盤から 2. 2ｍ以下か 

3. 控え壁はあるか 

塀の長さ 3. 4ｍ以下ごと に、 塀の高さ の 1/5 以上突出し た控え壁があるか 

4. 塀に鉄筋は入っ ているか 

塀の中に直径 9mm以上の鉄筋が、 縦横と も 80 ㎝間隔以下で配筋さ れており 、 縦

筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれにかぎ掛けさ れているか 

5. 塀は健全であるか 

塀に傾き 、 ひび割れはないか 

（ 出典： （ 財） 日本建築防災協会パンフ レッ ト ）  

　地震発生時にブロック塀が倒壊することにより、人的被害の恐れや避難路の閉鎖

による避難・救急活動の妨げとなるため、道路に面するブロック塀等の安全確保対

策に取り組んでいく。
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イ ： 窓ガラ スや屋外看板等の落下防止対策 

地震発生時の窓ガラ スや屋外看板等の落下防止対策と し て、 所有者に対し て早期

点検を促すと と も に施工者に対し て適切な施工方法及び補強方法の普及を図る。  

 

【参考事例】 

窓ガラ スの落下防止対策と し て飛散

防止フ ィ ルム※18 を貼る方法がある。  

飛散防止フ ィ ルムを貼ると き は、飛散防

止効果のあるフ ィ ルムであるかを確か

めた上、専門のメ ーカ ーや工事店に依頼

し てフ ィ ルムを貼っ ても ら う のが一般

的である。大き な窓や足場が悪いと 素人

ではう まく 貼れないこ と がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※18 飛散防止フ ィ ルム： 透明なポリ エステルフ ィ ルムに粘着剤を塗布し たも ので、 一般的にこ れを窓ガ

ラ スの室内側に貼る。 なお、 日照調整用フ ィ ルムは、 特殊なも の以外はガラ ス

の飛散防止に効果はないので注意が必要。  
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③ 防災意識の向上 

かほく 市では、 震災時の防災意識を向上するために消防本部等と 連携を図り 、 市民

へ向けて防災の重要性を伝えていく 。  

ア： 避難、 救助、 助け合い 

震災時に倒壊し た住宅や転倒し た家具の下敷きになっ た場合には、 救助が必要と

なる。 し かし 、 状況によっ ては、 消防隊や警察官が早期に救助に向かう こ と ができ

ない場合も ある。  

かほく 市では、こ のよう な状況に備えて、地域コ ミ ュ ニティ 単位での避難、救助、

助け合いが行われるよう に、 消防本部や警察署等と 連携を図り 、 地域防災訓練など

を活用し て地域コ ミ ュ ニティ 単位での防災体制の重要性を伝え、 防災意識の向上を

目指す。  

また、 災害本部等を設置し 関係各課で連携を図り 、 災害時要援護者（ 自分自身で

避難ができ ない方） の把握も 行い、 避難、 救助が行き 届く よう な体制づく り を行っ

ていく 。  

 

 

避難・救助・助け合いのイメージ 
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参考-１．主な地震と耐震基準の変遷 

・戦後に発生した大きな地震 

発生年月日 名称 
左： ﾏｸﾞ ﾆﾁｭ ﾄーﾞ  

右： 震度 
被害( 人、 棟)  

1946（ 昭 21） /12/21 南海地震 8. 0 5 
死者 1, 330、 家屋全壊 11, 591、 半壊 23, 487 

流失 1, 451、 焼失 2, 598 

1948（ 昭 23） / 6/28 福井地震 7. 1 6 
死者 3, 769、 家屋全壊 36, 184、 半壊 11, 816 

焼失 3, 851 

1950（ 昭 25） 年 建築基準法制定    

1952（ 昭 27） / 3/ 4 十勝沖地震 8. 2 5 
死者・ 行方不明 33、家屋全壊 815、半壊 1, 324、

流失 91 

1962（ 昭 37） / 4/30 宮城県北部地震 6. 5 4 死者 3、 住家全壊 340、 半壊 1, 114 

1964（ 昭 39） / 6/16 新潟地震 7. 5 5 
死者 26、 家屋全壊 1, 960、 半壊 6, 604 

浸水 15, 298 

1968（ 昭 43） / 5/16 十勝沖地震 7. 9 5 死者 52、 建物全壊 673、 半壊 3, 004 

1971（ 昭 46） 年 建築基準法施行令改正（ 旧耐震基準）  
RC造： 柱のせん断補強強化 

一体の RC基礎 等 

1974（ 昭 49） / 5/ 9 伊豆半島沖地震 6. 9 5 死者 30、 家屋全壊 134、 半壊 240、 全焼 5 

1978（ 昭 53） / 1/14 伊豆大島近海地震 7. 0 5 死者 25、 家屋全壊 96、 半壊 616 

1978（ 昭 53） / 6/12 宮城県沖地震 7. 4 5 死者 28、 住家全壊 1, 183、 半壊 5, 574 

1981（ 昭 56） 年 建築基準法施行令改正（ 新耐震基準）  
構造計算へのじ ん性の導入 

木造： 基礎の緊結、 壁量計算の見直し  等 

1983（ 昭 58） / 5/26 日本海中部地震 7. 7 5 
死者 104、 建物全壊 934、 半壊 2, 115 

流失 52、 一部損壊 3, 258 

1984（ 昭 59） / 9/14 長野県西部地震 6. 8 4 
死者 29、 建物全壊・ 流失 14、 半壊 73 

一部破損 565 

1987（ 昭 62） /12/17 千葉県東方沖地震 6. 7 5 死者 2、 建物全壊 10、 一部破損 60, 000 余 

1993（ 平 5） / 1/15 釧路沖地震 7. 8 6 
死者 2、 住家全壊 12、 半壊 73、  

一部破損 3, 389 

1993（ 平 5） / 7/12 北海道南西沖地震 7. 8 6 

死者・ 行方不明 230、 住家全壊 601、  

半壊 408、 一部破損 5, 490、 浸水 455、  

建物火災 192 

1994（ 平 6） /10/ 4 北海道東方沖地震 8. 1 6 
住家全壊 61、 半壊 348、 一部破損 7, 095 

浸水 184 
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1994（ 平 6） /12/28 三陸はるか沖地震 7. 5 6 死者 3、住家全壊 72、半壊 429、一部破損 9, 021 

1995（ 平 7） / 1/17 
兵庫県南部地震 

（ 阪神・ 淡路大震災）  
7. 2 7 

死者 6, 434、 住家全壊 104, 906、 半壊 144, 274 

一部破損 263, 702、 全焼 6, 965、 半焼 80 

1995（ 平 7） 年 
建築物の耐震改修の促進に関する法律

の制定 

特定建築物所有者への耐震診断・ 改修の努力 

義務、 耐震改修計画の認定による建築基準法

の特例、 耐震診断・ 改修技術指針の国に

よる提示 

2000（ 平 12） /10/ 6 鳥取県西部地震 7. 3 6 強 住家全壊 431、 半壊 3, 068、 一部破損 17, 296 

2001（ 平 13） / 3/24 芸予地震 6. 7 5 強 
死者 2、 住家全壊 69、 半壊 558 

一部破損 41, 392 

2003（ 平 15） / 5/26 宮城県沖の地震 7. 0 6 弱 住家全壊 2、 半壊 21、 一部破損 2, 404 

2003（ 平 15） / 7/26 宮城県北部の地震 6. 2 6 強 住家全壊 1, 247、半壊 3, 698、一部破損 10, 975 

2003（ 平 15） / 9/26 十勝沖地震 9. 0 6 弱 住家全壊 104、 半壊 345、 一部破損 1, 560 

2004（ 平 16） /10/23 新潟県中越地震 6. 8 7 
死者 51、 住家全壊 3, 185、 半壊 13, 715 

一部破損 104, 560、 建物火災 9 

2005（ 平 17） / 3/20 福岡県西方沖地震 7. 0 6 弱 死者1、住家全壊133、半壊244、一部破損 8, 620 

2005（ 平 17） / 7/23 千葉県北西部地震 6. 0 5 弱 エレベータ 閉じ 込め 78 

2005（ 平 17） / 8/16 宮城県沖の地震 7. 2 6 弱 全壊 1 

2007（ 平 19） /3/25 能登半島地震 6. 9 6 強 

死者 1､重傷者 88､軽傷者 250､住家全壊 685､ 

半壊 1, 735､一部損壊 26, 932､非住家被害

4, 471 

2011（ 平 23） /3/11 東北地方太平洋沖地震 9. 0 7 
死者行方不明者約 19, 000 人、 全壊・ 半懐 39

万個以上 

2016（ 平 28） /4/14 
熊本地震（ 前震）  

熊本地震（ 本震）  

6. 5 

7. 3 
7 

死者： 228 人、 重軽傷者 2, 753 人、 住宅全壊：

8, 697 棟、 半壊： 34, 037 棟、 一部損壊：

155, 902 棟 
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参考-２ . 日本における耐震設計基準の主な変遷 

【 １ ９ ２ ０ 年（ 大９ 年） １ ２ 月１ 日】  市街地建築物法（ 大正8年法律第37号） 施行 

・ 第12条において、 「 主務大臣ハ建築物ノ 構造、 設備又ハ敷地二関シ衛生上、

保安上又ハ防空上必要ナル規定を設ク ルコ ト ヲ 得」 と 規定。  

・ 市街地建築物法施行規則（ 大正9年内務省令第37号） において、 構造設計法

と し て許容応力度設計法が採用さ れ、自重と 積載荷重による鉛直力に対する

構造強度を規定。ただし 、 こ の時点では地震力に関する規定は設けら れてい

ない。  

【 １ ９ ２ ３ 年（ 大12年） ９ 月１ 日】  関東大震災 

【 １ ９ ２ ４ 年（ 大13年） 】  市街地建築物法施行規則改正 

・ 許容応力度設計において、 材料の安全率を ３ 倍と し 、 地震力は水平震度0. 1

を規定。  

【 １ ９ ５ ０ 年（ 昭25年） １ １ 月２ ３ 日】  市街地建築物法廃止、 建築基準法施行 

≪旧耐震設計基準≫ 

・ 具体的な耐震基準を建築基準法施行令（ 昭和25年政令338号） に規定。  

・ 許容応力度設計における地震力を水平震度0. 2に引き上げた。  

【 １ ９ ７ １ 年（ 昭46年） ６ 月１ ７ 日】  建築基準法施行令改正 

・ 昭和43年の十勝沖地震の被害を踏まえ、 鉄筋コ ンク リ ート （ RC） 造の帯筋の

基準を強化し た。  

【 １ ９ ８ １ 年（ 昭56年） ６ 月１ 日】  建築基準法施行令改正≪新耐震設計基準≫ 

・ 一次設計、 二次設計の概念を導入。  

【 ２ ０ ０ ０ 年（ 平12年） ６ 月１ 日】  建築基準法及び建築基準法施行令改正 

・ 性能規定の概念が導入さ れ、 構造計算法と し て従来の許容応力度等計算に加

え、 限界耐力計算法が認めら れる。  
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